
　鉛製給水管の早期解消を図るため、これまでもあらゆる機会をとらえて解消に向けた取組を進めてきま
した。平成27年度は地域を特定した面的整備において一部翌年度実施としたことや昨年度までの取組み
により解消済みのところも多いことから、年間の解消件数は目標に達しませんでしたが、鉛製給水管の残
存件数は着実に減少しています。
　また、平成27年9月に(公社)日本水道協会から水道GLPの更新認定を受けることができ、水安全計画に
ついても、現在までの運用した経験を踏まえ、現状の問題点を洗い出し、対策を実施し改定を行いまし
た。
　これらの取組により、さらに水道水の安全性が向上しました。

4年に一度の水道GLP認定を更
新します。 →

平成27年9月に(公社)日本水道協会による２回目
の水道GLP更新審査が厳格に実施され、水道
GLP認定機関として再認定されました。これに
より、水道部が行う水質検査が高い水準であると
評価されるとともに、水質検査の信頼性が第三者
機関から客観的に保証されることとなりました。
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平成27年度鉛製給水管の解消件
数 2,900件 を目指します。 →

面的整備（片山町、朝日が丘町、藤が丘町、原町
地域）の一部工事が翌年度実施となったこともあ
り、目標の解消件数の達成には至りませんでした
が、経年管路更新工事、舗装工事や建替え時など
あらゆる機会をとらえて解消に取組み、約2300
件を解消しました。
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一部達成

活動目標 具体的な取組実績

鉛製給水管の解消に向けた面的
整備(片山町、原町地域)を実施
します。 →

片山町、朝日が丘町、藤が丘町、原町における鉛製給水管の
残存状況について全件調査を行い、約1040件の工事申込み
がありました。うち約720件の解消工事を実施しました
が、原町の一部の工事（約320件）が翌年度実施となりま
した。

水道GLPを更新するとともに、
水安全計画の運用、実施状況の
検証に努めます。 →

水安全計画に基づいて、水源からじゃ口まで総合的な水質管
理を行い、安心・安全な水道水の供給に努めるとともに水道
GLPの運用により、高い水準で水質検査を行っています。
また、平成27年度は(公社)日本水道協会による水道GLPの
更新審査が実施され、水質課の全職員で更新業務にあたりま
した。

重点課題 4 より安全でおいしい水の供給
全体の達成度

B
目指すべき方向

鉛製給水管解消に向けた工事の推進や水安全計画の運用により安全
性の向上を図るとともに、水道GLP(優良試験所規範)を更新し、引
き続きより高いレベルで水道に対する信頼を確保していきます。

一部達成

平成27年度部長マニフェスト取組結果

部(局)名 水道部
【達成度について】

A：達成（設定した目標を達成することができた。）

部(局)長名 岡本　武
B：一部達成（設定した目標の一部のみ達成することができた。）

C：未達成（目標達成に向け取り組んだものの、目標達成にはいたらなかった。）


